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日野市公の施設の指定管理者候補者の選定に係る審議結果について 

 

 

日野市指定管理者候補者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）は、地方自治法第 244 条の 2 で

規定する指定管理者制度を活用した公の施設の指定管理者の候補者選定について、日野市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例（以下、「条例」という。）、日野市公の施設の指定管理者の指定の

手続等に関する条例施行規則及び日野市公の施設の指定管理者候補者選定基準に基づき、検討したので、

その結果を市長に報告する。 
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日野市長 大坪 冬彦 様 
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企画部長 赤久保 洋司 

総務部長 竹村 朗 

福祉政策課長 松田 渉 
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1 指定管理者候補者選定対象施設 

本委員会により審議した施設は、次の 1 件である。 

 

施設名 施設数 募集方法 更新／新規 

（仮称）日野市立多摩平福祉支援センター 1 非公募 新規 

 

2 募集及び審議経過 

（１） 市による候補者の募集 

本委員会で審議する施設について、市ホームページでの募集を次のとおり実施した。 

 

※ 以下、本書では、年月日を次のように略記する。 

（例）令和 5 年（2023 年）4 月 1 日 ⇒ 「R5.4.1」 

 

施設名 募集要項の公開 申請書類の受付 

（仮称）日野市立多摩平福祉支援センター （非公募） 

 

（２） 選定委員会の開催 

開催 日程 主な議題 

第 1 回 R6.11.28 ⚫ 候補者選定（（仮称）日野市立多摩平福祉支援センター） 

 

3 審議方法 

（１） 選定基準 

日野市指定管理者候補者選定基準（R4.8.15 策定）に基づき、各委員が 150 点満点により採点を行

い、6 割以上の点数を得た応募者のうち、次の順位により応募者を選定した。 

 

① 各委員の順位を点数とし、点数の合計が最小の事業者 

② 順位の点数が同点の場合、指定管理料の提案額の総額が最も低い事業者 

③ 指定管理料の提案額の総額が同額の場合、委員長が適当と認める方法により、委員の多数決で決

する。 

 

採点項目は選定基準に記載のとおり。 

配点や採点に当たっての視点については各施設の主管課が設定し、委員会へ採点表を提出している。 
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※ 各項目の採点基準（評価点） 

5 点 ····· 要件を充分に満たしている。 

4 点 ····· 多少工夫の余地はあるものの、ほぼ要件を満たしている。 

3 点 ····· 基本的な水準を満たしている。 

2 点 ····· 多くの問題があり、基本的な水準に達していない。 

1 点 ····· まったく要件を満たしていない。 

 

※ 審査は、各審査項目について、配点に応じて評価点に所定の倍率を乗じる。 

（例）配点 20 点の場合：評価点 5 点×倍率 4 倍＝配点 20 点 

 

（２） 審査手順 

次のように審査を行い、厳正かつ総合的な審議を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（主管課）施設概要説明 【10分】

•施設の視察を実施しないため、今回の審査対象がどのような施設であるのかを説明

•併せて、施設管理者に期待することを説明

（事業者）プレゼンテーション 【20分／1事業者】

•事業計画、実施体制、指定管理料等の収支計画について説明

（事業者）質疑応答 【15分／1事業者】

•個別質問

•終了後、事業者は退室、入れ替わり

（主管課）質疑応答 【10分／1施設】

•統括的に質問

•終了後、主管課は一時退室

（委員会）意見交換 【10分／1施設】

•委員の間でのみ意見交換

（委員会）採点 【10分／1施設】

•採点後、採点表を事務局に提出
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（３） 選定委員会 

日野市指定管理者候補者選定委員会設置要綱に基づき、各施設を次のそれぞれ次の委員構成で審査

した。 

 

施設名 （仮称）日野市立多摩平福祉支援センター 

委員構成 

◎…委員長 

○…副委員長 

◎健康福祉部長 

○企画部長 

・総務部長 

・福祉政策課長 

 

なお、令和 6 年度より、本委員会は設置要綱及び日野市指定管理者制度に関するガイドラインを改

正し、候補者の選定に当たっては企画部長及び総務部長並びに施設を所管する部課長により構成する

委員会により行うこととした。 

 

4 審議結果 

審議の結果、次の事業者を指定管理者の候補者として選定すべきものとの結論に至った。 

施設名 
指定管理者候補者に 

選定すべき事業者名 
指定期間 

（仮称）日野市立多摩平福祉支

援センター 

社会福祉法人 日野市社会福祉協議

会 
3 年間 

R 7 . 1 0 . 1 から 

R10.3.31 まで 

 

 

 

  



4 

 

5 施設ごとの審議結果詳細 

（１） （仮称）日野市立多摩平福祉支援センター 

(ア) 施設概要 

名称 （仮称）日野市立多摩平福祉支援センター 

所在地 日野市多摩平 2-8-9 

施設数 1施設 

総延べ床面積 約 500㎡ 

施設規模 木造地上 2階建て 

所有状況 （本報告時点において民間所有権のもと建築中）※ 

開設時期 令和 7年 10月 1日（予定） 

開館時間 
午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

日曜、祝日、年末年始を除く 

利用状況 （新規施設） 

 

※施設の所有状況について補足説明 

本件施設は、多摩平の森地区重点街づくり計画及び日野市住みよいまちづくり指導要綱に基づき、多

摩平 K 街区の開発事業者が当該開発地区内に建設し、令和 7 年 2 月 26 日までに、建設用地とあわ

せて市に寄付される予定の建物である。 

 

(イ) 応募事業者 

⚫ 社会福祉法人 日野市社会福祉協議会（※非公募） 

 

(ウ) 非公募理由 

福祉支援センター内に事務所を構え、かつ、当該センターにおいて地域づくり支援事業等を実施

予定の日野市社会福祉協議会が、当該センターの指定管理業務を行うことで、効率的かつ一体的

な事業展開が期待できると認められるため。 

 

(エ) 採点方法及び結果 

表 1 採点結果表（（仮称）日野市立多摩平福祉支援センター） 

審査項目 
内容 

★＝審査にあたり特に重視した項目 

配点合計 

※ 

（倍率） 

社会福祉法人 

日野市社会福祉

協議会 

得点 

市民の平等な

利用及びサー

ビスの向上が

確保されてい

ること。 

①市民の平等な利用が確保されて

いるか。 

20点 

（×1） 
15点 

②誰でも利用できる配慮はなされ

ているか。 

20点 

（×1） 
16点 

③利用者の意見を反映する仕組み 60点 45点 
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（条例第 4 条

第 1 号） 

があるか｡★ （×3） 

④施設の特性を生かしたサービス

が提案されているか。★ 

60点 

（×3） 
48点 

⑤地域との連携が図れているか。★ 
60点 

（×3） 
51点 

⑥障害者差別解消法に基づき適切

な施設運営を行う体制が整えら

れているか。 

20点 

（×1） 
15点 

小計 240点 190点 

事業計画書等

の内容が、公の

施設の効用を

最大限に発揮

するとともに、

管理に要する

経費の縮減を

図ることがで

きるものであ

ること。 

（条例第 4 条第

2 号） 

①施設の目的を効果的かつ効率的

に達成できるものになっている

か。★ 

40点 

（×2） 
28点 

②事務効率、経費削減等の工夫がさ

れているか。★ 

100点 

（×5） 
70点 

小計 140点 98点 

事業計画に沿

った管理を安

定して行う物

的及び人的な

能力を有して

いること。 

（条例第 4 条第

3 号） 

①安定したサービスを提供するた

めの職員体制、職員研修が実施で

きるか。 

20点 

（×1） 
15点 

②適正な経理処理ができるか。 
20点 

（×1） 
13点 

③同種の施設管理運営実績がある

か。 

20点 

（×1） 
20点 

④防災・防犯及び非常災害時等の危

機管理対応策は適切であるか。 

20点 

（×1） 
15点 

⑤日常的な安全管理が十分に考え

られているか。 

20点 

（×1） 
15点 

⑥専門的な知識・技能・設備等は確

保されているか。 

20点 

（×1） 
17点 

⑦労働法令の遵守や雇用・労働条件

への適切な配慮がされているか。 

20点 

（×1） 
14点 

小計 140点 109点 
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個人情報等に

ついて適正な

管理が確保さ

れること。 

（条例第 4 条第

4 号） 

①個人情報を保護するための体制

が整っているか。 

20点 

（×1） 
16点 

小計 20点 16点 

その他市長等

が必要と認め

る事項。 

（条例第 4 条第

5 号） 

①環境への配慮がされているか。 
20点 

（×1） 
14点 

②事業に対する熱意､意欲､積極性

が感じられるか。 

20点 

（×1） 
18点 

③その他施設の運営に特筆すべき

提案があるか。 

20点 

（×1） 
14点 

小計 60点 46点 

合計 
600点 

（A） 

459点 

（B） 

得点率(B)/(A) 

（小数点第二位以下四捨五入） 
 76.5% 

 

(オ) 候補者として選定すべき事業者 

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会 

 

(カ) 候補者として選定すべきとした理由 

上記事業者は、一定の管理能力を有する事業者であると判断する目安として定めている 60%以

上の得点を得ているため。 

 

(キ) 候補者として選定すべきとした事業者に対する各委員からの意見等 

① 社会福祉法に基づく公共性の高い団体として、様々市からの業務を請け負っているが、指定

管理は公の施設の管理運営について管理委託をするものであるから、他の委託事業とは切

り離し、特に人件費を含む会計の独立区分については徹底されたい（指定管理業務と社会福

祉協議会のその他業務との峻別についても同様）。 

 

(ク) 主管課に対する各委員からの意見等 

① 施設の管理運営にあたっての人件費としては、かなり低額の提案となっている。業務量と人

件費のバランスを精査し、また委託事業と指定管理事業の棲み分けも確認したうえで、適切

な計上を協議されたい。 
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6 その他の意見 

なし 
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7 資料 

（１） 日野市公の施設の指定の手続等に関する条例（平成 27 年条例第 20 号） 

平成 17年６月 28日 

条例第 20号 

改正 令和４年 12月 19日条例第 46号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 244条の２第３項の

規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるも

のとする。 

（候補者の募集） 

第２条 市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）は、指定管理者を指定しようとするときは、次

に掲げる事項を告示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。 

(1) 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要 

(2) 指定管理者が管理する業務の範囲 

(3) 指定管理者が管理する期間（以下「指定期間」という。） 

(4) 指定を受けるために必要な資格 

(5) 申請に必要な書類 

(6) 申請期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項 

（申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、規則で定める申請書等により、市長等

に申請しなければならない。 

（候補者の選定） 

第４条 市長等は、前条の規定による申請を受けたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、最も

適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。 

(1) 公の施設について市民の平等な利用及びサービスの向上が確保されること。 

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に要する経費の縮減を

図ることができるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること。 

(4) 個人情報等について適正な管理が確保されること。 

(5) その他市長等が必要と認める事項 

（公募によらない選定等） 

第５条 市長等は、前条各号に掲げる基準を満たすもので、当該公の施設の性格、事業の内容、規模等に

照らし、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認

める法人その他の団体があるときは、第２条の規定にかかわらず、当該団体を指定管理者の候補者と

して選定することができる。 

２ 前項に定める場合のほか第 11条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管

理者が管理を辞退した場合において、緊急に新たな指定管理者を指定する必要があると認めるときは、
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第２条の規定にかかわらず、指定管理者の候補者を選定することができる。 

３ 前２項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ第３条の規定による申請を受けるに当た

り、事業計画等について法人その他の団体と協議し、前条各号に照らし、総合的に判断しなければな

らない。 

（指定の通知等） 

第６条 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、その旨を通知するものとす

る。 

２ 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。 

（協定の締結） 

第７条 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する次に掲げる

事項について協定を締結しなければならない。 

(1) 事業計画に関する事項 

(2) 管理の基準に関する事項 

(3) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項 

(4) 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項 

(5) 日野市行政手続条例（平成８年条例第 19号）に関する事項 

(6) 法第 244条の２第７項の規定による事業報告書の作成及び提出に関する事項 

(7) 法第 244条の２第 10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項 

(8) 法第 244条の２第 11項の規定による指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項 

(9) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために市長等が必要と認める事項 

（管理の基準） 

第８条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）の趣旨にのっとり、その

管理する公の施設に係る管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の漏えい、滅失、き損及び改

ざんの防止その他の保有する個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者の行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関し

て知り得た個人情報を漏らし、又は当該業務以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。 

３ 指定管理者は、日野市情報公開条例（平成 13年条例第 32号）の趣旨にのっとり、その管理する公の

施設に関する情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

４ 前３項に規定するもののほか、指定管理者は、その管理する公の施設に関する条例等に定める基準に

より、公の施設を管理しなければならない。 

（令和４条例 46・一部改正） 

（業務の範囲） 

第９条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げる業務のうち、公の施設の設置の目的、形態等に応じ

て市長等が定める範囲とする。 

(1) 公の施設で行う事業の運営に関する業務 

(2) 公の施設の使用の承認等に関する業務 

(3) 施設及び附帯設備の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、公の施設の管理に関する業務 
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（兼業の禁止） 

第 10 条 法第 92 条の２、第 142 条（法第 166 条第２項及び第 168 条第７項において準用する場合を含

む。）及び第 180条の５第６項の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、法第 92条

の２及び第 142 条中「当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の

行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、第 180条の５第６項中「当該普通地方公共団体に対し

その職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「その

職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定の取消し等） 

第 11条 市長等は、指定管理者が公の施設の管理の適正を期するための指示に従わないときその他指定

管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めると

きは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが

できる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じ

た場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。 

（原状回復の義務） 

第 12条 指定管理者は、指定期間が満了したときは、速やかに、当該公の施設及び附帯設備を原状に回

復しなければならない。法第 244 条の２第 11 項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。 

２ 市長等は、法第 244条の２第 11項の規定により期間を定めて公の施設に係る管理の業務の全部又は

一部の停止を命じたときは、当該指定管理者に対し速やかに当該公の施設及び附帯設備を現状に回復

するよう命じることができる。 

（損害賠償の義務） 

第 13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は附帯設備に損害を生じさせたと

きは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、

この限りでない。 

（委任） 

第 14 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（令和４年条例第 46号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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（２） 日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成 17 年規則第 24 号） 

平成 17年６月 28日 

規則第 24号 

改正 平成 28年３月 31日規則第 23号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17 年条例第 20

号。以下「条例」という。）の規定に基づき、市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（申請書等） 

第２条 条例第３条に規定する規則で定める申請書等は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者指定申請書（第１号様式） 

(2) 管理を行おうとする公の施設における事業計画に関する書類 

(3) 経営の状況等当該団体の概要を説明する書類 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（選定委員会） 

第３条 市長は、条例第４条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、選定委

員会を設置するものとする。 

２ 前項に規定する選定委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（指定の通知） 

第４条 条例第６条第１項の規定による通知は、指定管理者指定決定通知書（第２号様式）を交付するこ

とにより行うものとする。 

（告示する事項） 

第５条 条例第６条第２項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 指定管理者として指定した法人その他の団体の名称及び所在地 

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

(3) 当該指定管理者の指定の期間 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業報告書） 

第６条 指定管理者は、毎年度終了後 30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記

載した事業報告書（以下「事業報告書」という。）を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、

市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。 

(1) 管理の業務の実施状況 

(2) 管理の業務を行う公の施設の利用状況 

(3) 料金収入の実績（指定管理者の収入として収受させている場合に限る。） 

(4) 管理に要する経費の収支状況 

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が指定する事項 

（指定の取消し等） 

第７条 市長は、条例第 11条第１項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるとき
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は、指定の取消しについては指定取消通知書（第３号様式）により、管理の業務の停止命令については

業務停止命令書（第４号様式）により当該指定管理者に通知するものとする。 

２ 市長は、条例第 11 条第１項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、

次に掲げる事項を告示するものとする。 

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地 

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称 

(3) 指定を取り消した日 

(4) 管理の業務の停止の期間（当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。） 

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲（当該業務の一部の停止を命じたときに限る。） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 指定管理者は、第１項の規定による指定の取消しの通知を受けたときは、当該通知を受けた日（以下

「通知日」という。）から起算して 30 日以内に通知日の属する年度の４月１日（条例に基づく指定管

理者としての指定の日が、当該年度の４月２日以降の場合は、当該日）から通知日までに係る事業報

告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当

該期間を延長することができる。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成 28年規則第 23号） 

（施行期日） 

１ この規則は、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の施行の日（平成 28年４月１日）から施行

する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行

前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に

関する条例施行規則、第２条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第４条の規定

による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第５条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護

条例施行規則、第６条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第７

条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第８条の規定による改

正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第９条の規定による改正前の日野市まち

づくり条例施行規則、第 10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施

行細則、第 11 条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第 12 条

の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第 13条の規定による改正

前の日野市企業立地支援条例施行規則、第 14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携セン

ター条例施行規則、第 15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第 16
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条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第 17条の規定による改正前の日野市原子爆弾

被爆者の援護に関する条例施行規則、第 18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支

援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第 19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務

取扱規則、第 20 条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、

第 21 条の規定による改正前の日野市心身障害者（児）福祉手当支給条例施行規則、第 22 条の規定に

よる改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第 23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉

法施行細則、第 24 条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、

第 25 条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第 26 条の規定

による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第 27

条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第 28

条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第 29条の規定による

改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第 30条の規定による改正前の日野市母子

生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第 31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例

施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、

第 33 条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第 34 条の規定に

よる改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第 35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するもの

は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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（３） 日野市指定管理者候補者選定委員会設置要綱（平成 17 年制定） 

 

平成 17年 10月５日 

制定 

（設置） 

第１条 日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成 17 年規則第 24 号）

第３条の規定に基づき、日野市の公の施設の指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、

日野市指定管理者候補者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、公の施設の指定管理者に応募した団体について、指定管理者の候補者の選定基準に基

づき審議し、その結果を市長に報告するものとする。 

 

（構成） 

第３条 委員会は、別表に掲げる職にある者を委員として構成する。 

２ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、指定管理者の選定に係る公の施設の所管部長の職にある者をもって充て、委員会を代表

し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。 

 

（守秘義務） 

第５条 委員は、個別に公の施設の指定管理者に応募した団体と指定管理者の候補者に関する審議につ

いての接触をしてはならない。 

 

（関係者の出席） 

第６条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、選定委員会に、専門的事項に関し学識経

験のある者その他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

 

（会議の公開及び会議録の作成） 

第７条 委員会の会議は、公開しない。 

２ 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。 

３ 会議録は、公開する。ただし、日野市情報公開条例（平成 13年条例第 32号）第７条各号の規定のい

ずれかに該当する場合は、その該当する部分に限り、非公開とする。 
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（庶務） 

第８条 委員会に関する庶務は、指定管理者の選定に係る公の施設を所管する課又は企画部企画経営課

において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め

る。 

 

付 則 

この要綱は、平成 17年 10月５日から施行する。 

付 則（平成 28年４月１日） 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年４月１日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和６年５月 24日） 

この要綱は、令和６年５月 24日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

企画部長 

総務部長 

指定管理者の選定に係る公の施設の所管部長職にある者 

指定管理者の選定に係る公の施設の所管課長職にある者 

その他市長が必要と認める者 

 

  



16 

 

（４） 日野市公の施設の指定管理者候補者選定基準（令和 4 年（2022 年）8 月 15 日制定） 

1 選定の審査項目 

日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第 4 条に基づき、下記の項目を審査項目と

する。 

 審 査 項 目 

1 
公の施設について市民の平等な利用及びサービスの向上が確保されていること（第 4 条第 1
号） 

2 
事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に要する経費の縮
減を図ることができるものであること（第 4 条第 2 号） 

3 
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること（第 4 条第 3
号） 

4 個人情報等について適正な管理が確保されること（第 4 条第 4 号） 

5 その他市長等が必要と認める事項（第 4 条第 5 号） 

 

2 共通的な審査の視点 

（1）公の施設について市民の平等な利用及びサービスの向上が確保されていること 

① 市民の平等な利用及びサービスの向上が確保されているか。  

② 誰でも利用できる配慮はなされているか。 

③ 利用者の意見を反映する仕組みがあるか。 

④ 施設の特性を生かしたサービスが提案されているか。…サービスの中身の向上 

⑤ 地域との連携が図れているか。 

⑥ 障害者差別解消法に基づき適切な施設運営を行う体制が整えられているか。 

（2）事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に要する経費の縮減を図ること

ができるものであること 

  ① 施設の目的を、効果的かつ効率的に達成できるものになっているか。（企画・宣伝・営業等） 

② 事務効率、経費削減等の工夫がされているか。 

（3）事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること 

① 安定したサービスを提供するための職員体制、職員研修が実施できるか。 

② 適正な経理処理ができるか。 

③ 同種の施設管理運営実績があるか。 

④ 防災・防犯対策及び非常災害時等の危機管理対応策は適切か。 

⑤ 日常的な安全管理は十分に考えられているか。 

⑥ 専門的な知識・技能・設備等は確保されているか。 

⑦ 労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がされているか。 

（4）個人情報等について適正な管理が確保されること 

（5）その他市長等が必要と認める事項 

  ① 環境への配慮がされているか。 

② 事業に対する熱意・意欲、積極性が感じられるか。 

③ その他当該施設の運営に特筆すべき提案があるか。 
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3 採点の基準・配点 

採点の基準（各委員が審査する項目の合計は 150 点満点） 

5 点 要件を十分に満たしている。 

4 点 多少工夫の余地があるものの、ほぼ要件を満たしている。 

3 点 基本的な水準を満たしている。 

2 点 多くの問題点があり、基本的な水準に達していない。 

1 点 全く要件を満たしていない。 

 

4 候補者選定 

〔公募による選定〕 

採点表に基づき各委員が採点（1 委員あたり 150 点満点）し、委員全員の点数を合計して、事業

者の得点を算出する。 

一定の管理運営能力を有する事業者であるか、また、指定管理者候補者となり得る事業者である

かを判断するために、評価点満点（150 点×採点した委員数）の 6 割以上の得点を有することを必

要とする。 

 

評価点満点の 6 割以上の得点を有した事業者の中で、次の順により、指定管理者候補者として選

定すべき事業者とする。 

①各委員の順位を点数とし、点数の合計が最小の事業者 

②順位の点数が同点の場合、指定管理料の提案額の総額が最も低い事業者 

③指定管理料の提案額の総額が同額の場合､委員長が適当と認める方法により､委員の多数決で決

する。 

 

点数及び順位は公表する。指定管理者候補者以外の事業者名は公表しない。 

 

 

 〔公募をしたが 1 者しか応募がなかった場合の選定〕〔公募によらない選定〕 

当該事業者が一定の管理運営能力を有する事業者であるか、また、指定管理者候補者となり得る

事業者であるかを判断するために、公募による選定と同様に採点する。評価点満点の 6 割以上の

得点を有した場合に指定管理者候補者として選定すべき事業者とする。 

点数は公表する。事業者名は公表する。 

 


